パブリックコメントの実施について

 　町の教育、学術及び文化の進行に関する総合的な施策について、その目標や施策の方針を定める仁木町教育大綱（令和８年度～令和12年度）を策定するにあたり、町民の皆様などからご意見をいただくため、パブリックコメント（意見公募）を実施します。
　大綱（案）について、ご意見がある場合は、次の内容にご留意の上、提出していただきますようお願いいたします。

１　募集案件　　仁木町教育大綱（案）

[bookmark: _GoBack]２　募集期間　　令和８年１月16日（金）～令和８年２月２日（月）

３　募集の対象者
　・町内に住所を有する方
　・町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の代表の方
　・町内に存する事務所又は事業所に通勤する方
　・町内に在学する方
　・上記以外で、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する方

４　配布資料　　仁木町教育大綱（案）、パブリックコメント提出用紙

５　提出方法
　(１)　郵便
送付先：〒048-2492　余市郡仁木町西町１丁目36番地１　仁木町総務課総務係
(２)　ファクシミリ
　　　　番号：0135-32-2700
(３)　電子メール
　　　　アドレス：soumu02-niki@town.niki.hokkaido.jp
　　　　※メールの件名に「仁木町教育大綱（案）への意見」と記載してください。
(４)　持参
　　　　提出先：仁木町役場２階　総務課総務係　受付時間8:30～17:15
　　　　※土日祝日の休庁日に持参される場合は、日直に渡してください。

６　その他
　・募集期間終了後、ご意見があった内容について公表します。ただし、公表することにより提出した方などの権利又は利益を害するおそれがあるものについては、公表しない場合があります。
　・ご不明な点がございましたら、総務課総務係までご連絡ください。


仁木町総務課総務係
電話：0135-32-2511
